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次の文章を読んで、後記の〔設問〕に答えなさい。 

なお、解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行さ

れている法令に基づいて答えなさい。 

 

１．甲株式会社（以下「甲社」という。）は、Ａが個人事業として始めた工務店が昭和６０

年頃に法人成りしたものであって、会社法上の公開会社ではなく、取締役会及び監査役を

置いている。甲社の定款には、①取締役の任期を選任後２年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨の定め及び②譲渡による甲

社の株式の取得について甲社の取締役会の承認を要する旨の定めがあり、役員を選任す

る株主総会の決議の定足数に関する定めはない。甲社は、種類株式発行会社ではなく、設

立以来、Ａがその発行済株式６万株の全部を 保有していた。甲社の取締役は、Ａのほか、

いずれも甲社の従業員であったＢ、Ｃ及びＤの合計４名であり、代表取締役は、Ａであっ

た。  

２．甲社は、平成２９年春頃、創業以来取引関係にあった乙株式会社（以下「乙社」という。）

に 対して３０００万円の買掛金債務（以下「本件債務」という。）を負った。本件債務の

履行期は、 平成３０年５月３１日であった。 

３．Ａは、平成２９年夏頃、Ａの住居に隣接する土地（以下「本件土地」という。）を所有

するＥとの間でトラブルとなり、それを解決するため、Ｅから本件土地を買い取るよう要

求されるようになった。Ａは、そのような要求に応じる義務はないと考えたが、今後平穏

に暮らしていくためにはＥとの関係を断つのがよいと考え、Ｅの要求に応じることにし

た。Ａは、自身で本件土地を買い取るための資金を調達することは難しいと考え、甲社に

本件土地を買い取らせることにした。 

４．Ｅは、本件土地の代金として５０００万円を提示してきたので、Ａは、その金額で本件

土地を買い取ることにした。もっとも、近隣の不動産の相場に照らせば、当時の本件土地

の評価額は高く見積もっても１０００万円程度であり、Ａもそのことを知っていた。Ａは、

平成２９年１０月２日、甲社を代表して、Ｅとの間で、本件土地を５０００万円で購入す

る契約（以下「本件売買契約」という。）を締結し、本件土地の所有権移転登記手続を受

けるのと引換えに代金５０００万円を支払った。なお、甲社においては、本件売買契約の

締結に先立ち、取締役会の決議等の会社法所定の手続が行われた。 

本件売買契約の代金５０００万円は、甲社の定期預金（以下「本件定期預金」という。）

を取り崩すことで賄われた。また、本件土地は、本件売買契約後も甲社で利用されること

なく放置されていた。 
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５．Ａの妹であるＦは、外国に居住していたが、平成２９年末頃、その配偶者であるＧと共

に帰国した。Ｇのことが気に入ったＡは、今後Ｇと共に甲社を経営していくことを見据え、

平成３０年１月中旬頃、甲社の取締役会の承認を得て、Ｇに甲社の株式１万株を譲渡し、

その旨の株主名簿の名義書換が行われた。その後、Ｇは、本件土地が甲社の名義であるに

もかかわらず活用されていないことに疑問を持ち、甲社の従業員にそれとなく尋ねてみ

たところ、上記３及び４の事実を知った。  

 

〔設問〕 

下記の小問に答えなさい。  

〔小問１〕 

Ｇは、平成３０年末頃、Ａに対し、本件売買契約を締結したことにより甲社に４００

０万円の損害が生じたと主張して、会社法第４２３条第１項に基づく損害賠償を請求す

る責任追及等の訴えを適法に提起した。この請求が認められるか否かについて、Ａの立

場において考えられる反論及びその当否を検討した上で、論じなさい。 

なお、本小問においては、甲社の経営は順調であり、本件売買契約の締結後も、その

運転資金が枯渇することはなく、近い将来に甲社が資金繰りに困ることが予想される

状態ではなかったものとする。  

〔小問２〕 

乙社は、甲社が本件債務を履行しなかったことから、平成３０年末頃、Ａに対し、本

件債務の額に相当する３０００万円を損害として会社法第４２９条第１項に基づく損

害賠償を請求する訴えを適法に提起した。この請求が認められるか否かについて、論じ

なさい。       

なお、本小問においては、次のような事実があったものとする。 

① 甲社は、平成２７年頃からその営業利益が減少し始めたものの、平成２９年春頃の

時点では運転資金が枯渇するような状態ではなかった。 

② Ａは、本件債務の発生当時、本件債務を含む甲社の債務の履行のための運転資金が

足りなくなれば、本件定期預金を取り崩すか担保に入れることにより対応すること

を予定していた。 

③ 甲社は、本件売買契約に基づく代金の支払により実質的な債務超過に陥り、また、

本件土地には担保的価値がないために短期の融資を受けることもできず、平成３０年

５月頃には事業活動を継続することができなくなった。 



✙
試験科目 フリガナ

商法 氏名

商

法

2

頁

12 34

表
受験番号

1 23

5 27

6 28

明治大学法曹会　司法試験予備試験答案練習会

講師：稲葉総合法律事務所　弁護士 瀬戸悠未

質問：yumi.seto@inaba-law.jp

2024.12.22実施　過去問プレゼミ　商法

令和５年司法試験民事系第２問設問１

33

7 29

2 24

3 25

4 26

商

法

１

頁

18 40

19 41

20 42

15 37

16 38

17 39

13 35

14 36

8 30

9 31

10 32

11

21 43

22 44

明治大学法曹会 司法試験予備試験答案練習会 明治大学法曹会 司法試験予備試験答案練習会 明治大学法曹会 司法試験予備試験答案練習会 明治大学法曹会 司法試験予備試験答案練習会



✙

裏

（注意事項）

　1　答案用紙の種類

  　       本答案用紙は，憲法の答案用紙です。

　　     行政法の答案を本用紙に記載して提出した場合には，試験時間内に申し出があった場合を除き，零点となるので，注意してください。

　　     なお，試験時間中に答案用紙の取違えに気付いた場合には，試験監督員の指示に従ってください。（試験時間終了後の答案用紙の取違えの申出には

            一切応じません。）。

　2　答案用紙の取扱い

　　　 答案用紙の取替え，追加配布はしませんので，汚したり曲げたりしないでください。

3　答案作成上の注意

　(1)　答案は横書きとし，解答欄の枠内に頁数に従って書き進めてください。なお，解答欄の枠外（着色部分及びその外側の余白部分）に記載した場合には，当該部分は採点されません。

　(2)　答案は，黒インクのボールペン又は万年筆（ただし，インクがプラスチック製消しゴム等で消せないものに限る。）で記載することとし，これ以外で記載した場合には，

            無効答案として零点となります。

　(3)　答案を訂正するときは，訂正部分が数行にわたる場合は斜線で,1行の場合には横線で消して，その次に書き直してください。

　(4)　答案用紙の表裏を書き違えて答案を作成した場合には，表が白紙の時には「裏から記載」,それ以外の時は「裏から記載」とだけ，試験期間中に表の解答欄に記載してください。

         （試験時間終了後に記載することは認めません。）

　(5)   答案用紙の※印の欄には何も記載しないでください。

4　その他

　　　解答欄に受験者の氏名又は特定人の答案であると判断される記載のある答案は無効答案として零点となります。

45 67

明治大学法曹会　司法試験予備試験答案練習会

講師：稲葉総合法律事務所　弁護士 瀬戸悠未

質問：yumi.seto@inaba-law.jp

2024.12.22実施　過去問プレゼミ　商法

令和５年司法試験民事系第２問設問１

49 71

50 72

51 73

46 68

47 69

48 70

80

52 74

53 75

54 76

55 77

58

商

法

3

頁

商

法

4

頁

65 87

66 88

62 84

63 85

64 86

59 81

60 82

61 83

56 78

57 79

明治大学法曹会 司法試験予備試験答案練習会 明治大学法曹会 司法試験予備試験答案練習会 明治大学法曹会 司法試験予備試験答案練習会 明治大学法曹会 司法試験予備試験答案練習会


